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産
山
村
は
、
県
の
最
北
東
部
、
阿
蘇
山
と
久
住
山
の
中
間
に
位
置
し
、
南
西
部
は
広
く
阿
蘇

市
、
北
西
は
南
小
国
町
、
北
東
は
大
分
県
と
接
す
る
人
口
一
、
六
〇
六
（
平
成
二
二
年
国
勢
調

査
）
、
面
積
約
六
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
村
で
あ
る
。

 
 

本
村
は
、
北
方
に
九
州
の
最
高
峰
で
あ
る
久
住
山
系
を
ひ
か
え
た
瀬
の
本
高
原
の
一
角
に
広

が
り
、
な
だ
ら
か
な
草
原
と
久
住
山
麓
に
源
を
発
す
る
小
河
川
の
浸
食
に
よ
り
出
来
た
標
高
五

八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
形
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
高
原
の
谷
間
か
ら
湧

水
が
湧
き
出
て
、
大
野
川
の
上
流
と
な
る
産
山
川
、
山
鹿
川
と
な
っ
て
、
大
分
県
側
に
向
か
っ

て
東
流
し
て
い
る
。
こ
の
流
域
に
耕
地
が
開
け
集
落
が
点
在
し
て
い
る
が
、
村
の
八
割
以
上
は

山
林
原
野
が
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
阿
蘇
く
じ
ゅ
う
国
立
公
園
内
に
位
置
し
、
優
れ
た
自
然
景

観
に
恵
ま
れ
、「
池
山
水
源
」
は
全
国
名
水
百
選
の
一
つ
に
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
湧
水
に
恵
ま
れ

た
自
然
を
利
活
用
し
た
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

 
 

産
業
面
で
は
、
農
業
を
基
軸
と
し
た
第
一
次
産
業
の
比
重
が
高
く
、
肉
用
牛
や
ブ
ロ
イ
ラ
ー
、

米
作
、
野
菜
な
ど
の
施
設
園
芸
が
盛
ん
で
あ
る
。

 
 

道
路
は
、
村
界
の
北
と
南
に
そ
れ
ぞ
れ
国
道
四
四
二
号
・
国
道
五
七
号
が
走
っ
て
お
り
、
九

州
横
断
道
路
（
や
ま
な
み
ハ
イ
ウ
ェ
イ
）
と
、
国
道
五
七
号
よ
り
九
州
横
断
道
路
に
伸
び
る
県

道
南
小
国
波
野
線
が
こ
れ
に
接
続
し
て
い
る
。

 
 

観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
は
、
先
に
挙
げ
た
池
山
水
源
の
ほ
か
、
村
花
で
あ
る
高
原
植
物
ヒ
ゴ

タ
イ
や
コ
ス
モ
ス
な
ど
四
季
の
植
物
が
美
し
い
ヒ
ゴ
タ
イ
公
園
、
大
ア
ー
チ
橋
の
ヒ
ゴ
タ
イ
大

橋
、
農
用
地
の
水
源
と
な
っ
て
い
る
大
蘇
ダ
ム
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
村
を
貫
流
す
る
清
流
産
山
川
の
上
流
に「
乙
宮
」

と
い
う
部
落
が
あ
り
、
昔
は
「
元
宮
」
と
称
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
地
に
神
武
天

皇
の
命
を
受
け
、
阿
蘇
経
営
に
下
ら
れ
た
建
磐
竜
命
が
と
ど
ま
ら
れ
た
時
、
同
伴
さ
れ
た
阿
蘇

姫
命
が
、
速
瓶
玉
命
を
出
産
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
い
つ
の
世
か
ら
か
速
瓶
玉
命
が
、
山

に
た
と
え
ら
れ
て
「
山
が
産
ま
れ
た
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
の
ち
「
産
山
」
と
称
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。



三　

平
成
の
合
併
検
討
経
緯

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

１ 
 

市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
の
合
併
経
緯
と
関
係
村
の
沿
革

２ 
 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯

　

平
成
一
二
年
三
月
に
県
が
策
定
し
た
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
に
お
い
て
は
、
当
地
域
に
つ
い

て
は
、
一
の
宮
町
、
阿
蘇
町
、
南
小
国
町
、
小
国
町
、
産
山
村
、
波
野
村
の
六
町
村
が
合
併
の

パ
タ
ー
ン
と
し
て
示
さ
れ
、
こ
れ
を
一
つ
の
叩
き
台
と
し
て
地
域
で
検
討
さ
れ
た
結
果
、
産
山

村
は
、
一
の
宮
町
、
阿
蘇
町
、
波
野
村
と
の
検
討
を
軸
に
進
む
こ
と
と
な
っ
た
。

 
 

平
成
一
四
年
八
月
、
こ
の
四
町
村
で
の
任
意
協
議
会
が
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
協
議
が
進
む
一

方
で
、
産
山
村
内
で
は
、
合
併
後
の
新
市
の
中
で
の
埋
没
を
懸
念
す
る
意
見
が
強
く
な
り
、
村

議
会
も
意
見
が
割
れ
、
判
断
を
一
任
さ
れ
た
村
長
は
、
平
成
一
五
年
八
月
末
、
四
町
村
の
任
意

協
議
会
か
ら
の
離
脱
を
決
め
た
。

 
 

こ
の
後
、
産
山
村
内
で
は
合
併
枠
組
み
を
問
う
住
民
投
票
が
実
施
さ
れ
、
離
脱
前
の
枠
組
み

へ
の
復
帰
と
い
う
意
見
が
最
多
で
あ
っ
た
が
、
村
議
会
で
は
こ
の
方
針
が
通
ら
ず
、
結
局
村
は

単
独
村
政
の
道
を
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。（
第
二
編
「
阿
蘇
地
域
」
参
照
）

 
 

古
代
、
阿
蘇
大
神
降
誕
の
地
と
し
て
阿
蘇
地
方
経
営
に
深
い
由
緒
を
も
つ
地
域
で
あ
り
、
さ

ら
に
肥
後
、
豊
後
の
境
と
し
て
、
中
世
以
来
何
回
と
な
く
戦
場
と
な
っ
た
地
で
あ
る
。

 
 

旧
藩
時
代
に
は
久
住
手
永
の
管
轄
内
に
あ
っ
て
、
当
時
は
産
山
、
田
尻
、
山
鹿
、
大
利
、
片

俟
の
五
か
村
を
総
庄
屋
が
総
轄
し
、
各
村
は
庄
屋
が
分
治
し
て
い
た
。
明
治
三
年（
一
八
七
〇
）

八
月
藩
政
改
革
に
よ
り
、
久
住
手
永
を
改
め
て
久
住
郷
、
波
野
郷
に
分
け
各
村
に
里
正
が
置
か

れ
た
。
四
年
の
廃
藩
置
県
の
と
き
、
久
住
地
方
と
産
山
地
方
に
分
か
れ
、
久
住
地
方
は
大
分
県
、

産
山
地
方
は
熊
本
県
の
管
轄
内
に
入
っ
た
。
七
年
の
改
正
大
小
区
制
の
下
で
は
、
波
野
郷
一
一

村
と
坂
梨
郷
の
新
波
野
村
は
第
二
大
区
第
六
小
区
と
な
り
、
一
二
年
に
郡
区
町
村
編
制
法
が
実

施
さ
れ
る
と
、
田
尻
、
産
山
、
山
鹿
、
大
利
の
四
か
村
が
一
行
政
区
域
を
な
し
、
片
俟
村
は
、

小
池
野
、
小
園
、
赤
仁
田
と
共
に
一
行
政
区
域
と
さ
れ
た
が
、
一
七
年
の
改
正
に
よ
り
、
小
池

野
を
除
い
た
七
か
村
を
併
せ
て
一
行
政
区
域
（
産
山
村
列
）
に
変
更
さ
れ
た
。
二
二
年
、
町
村

制
の
施
行
に
伴
な
い
、
産
山
、
山
鹿
、
田
尻
、
大
利
、
片
俟
の
五
か
村
が
合
併
し
て
産
山
村
と

な
っ
た
。

 
 

県
の
合
併
試
案
で
は
、
産
山
村
は
、
波
野
村
と
合
併
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
案

に
対
し
て
は
、
地
域
的
条
件
か
ら
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
住
民
は
南
部
地
区
の
一
部
落
を
除
い

て
猛
烈
に
反
対
し
、
合
併
問
題
は
進
展
し
な
か
っ
た
。
村
内
に
は
、
南
小
国
村
と
合
併
を
希
望

す
る
者
と
一
の
宮
町
と
の
合
併
を
希
望
す
る
者
と
が
、
お
お
む
ね
半
々
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

村
当
局
は
、
数
回
に
わ
た
っ
て
村
議
会
あ
る
い
は
合
併
協
議
会
を
開
催
し
て
意
見
の
調
整
を
図

っ
た
が
、
決
定
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
住
民
投
票
を
行
っ
た
。

 
 

住
民
投
票
は
、
昭
和
三
二
年
（
一
九
五
七
）
五
月
一
日
、
記
号
式
で
行
わ
れ
、「
波
野
村
と
合

併
」、「
南
小
国
村
と
合
併
」
、
「
一
の
宮
町
と
合
併
」
の
三
案
を
掲
げ
、
希
望
す
る
と
こ
ろ
に
○

印
を
付
す
こ
と
と
し
た
が
、
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
達
し
た
案
が
な
か
っ
た
た
め
、
合
併
に

は
反
対
す
る
こ
と
に
村
の
意
見
を
統
一
し
た
。

 
 

こ
の
間
、
同
年
三
月
に
、
知
事
か
ら
波
野
村
と
の
合
併
勧
告
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の

後
、
県
は
、
産
山
、
波
野
の
二
か
村
合
併
は
、
地
理
的
関
係
そ
の
他
か
ら
不
可
能
な
実
情
に
あ

る
と
判
断
し
て
、
三
四
年
三
月
、
町
村
合
併
計
画
を
変
更
し
、
産
山
村
は
独
立
村
と
し
て
残
る

こ
と
に
な
っ
た
。
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